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重　要　度

実
現
度

県費負担教職員の懲戒及び県費負
担教職員たる校長の任免その他の
進退について内申すること

県費負担教職員の服務の監督の一
般方針を定めること
  

前２号に定めるもののほか、人事
の一般方針を定め及び懲戒を行う
こと

重　要　度

実
現
度

　令和元年度中の該当事例はなかっ
た。

学校、公民館及び図書館の設置及
び廃止を決定すること

　益城町立小中学校管理規則第２１
条から第２９条に規定するとおりと
する。
令和元年度中の変更はなかった。

　令和元年４月の人事異動に際し、
校長３名及び教頭を含む教職員７０
名の異動の内申を行った。（管内２
８名、管外２２名、昇任９名、新採
１１名）

中項目 小項目 点検・評価

実
現
度

重　要　度

学校教育又は社会教育に関する一
般方針を定めること

学校その他の教育機関の施設、設
備、組織編制、教育課程、教科書
その他教材の取扱いその他管理運
営の基本方針を定めること。

　主要施策を、教育委員会に諮り決
定した。

　令和２年度から小学校で使用開始
となる教科書の採択を実施した。

実
現
度

実
現
度

重　要　度

実
現
度

重　要　度

重　要　度

　事務局職員の人事の一般方針につ
いては、町長部局の規定に準じるこ
ととし、教育委員会での規定はな
い。令和元年度中の懲戒の該当事例
はなかった。

重　要　度

　令和元年度中、6名の所属職員の
任免を行った。

実
現
度

重　要　度

教育長及び教育委員会所属職員の
任免を行うこと

教育委員会の規則及び訓令の制定
又は改廃を行うこと

実
現
度

「益城町就学援助支給規則」ほか規
則等１１件の制定又は改正を行い、
「益城町立幼稚園保育料の減免に関
する規則」の廃止を行った。
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重　要　度

点検・評価小項目中項目

５月臨時会提出議案
（H３０補正予算）
６月定例会提出議案
（R1補正予算）
８月臨時会提出議案
（益城中学校外構災害復旧工事（１
期）契約締結、飯野小学校特別教室
棟増築工事契約締結）
９月定例会提出議案
（Ｈ３０決算認定、R1補正予算、益
城町立小中学校施設の開放に関する
条例の一部改正、益城町公民館条例
の一部改正、益城町町民運動場の設
置及び管理に関する条例の一部改
正）
１０月臨時会提出議案
（益城中学校校舎棟新築災害復旧工
事契約締結、益城中学校屋内運動場
新築災害復旧工事契約締結）
１２月定例会提出議案
（R1補正予算）
２月臨時会提出議案
（益城中学校プール新築工事契約締
結、益城中学校外構災害復旧工事
（１期）契約の変更、益城町総合体
育館トレーニング機器購入）
３月定例会提出議案
（R1補正予算、R2当初予算、益城
町総合体育館条例の一部改正）
以上について、それぞれ原案を決定
した。

実
現
度

重　要　度

実
現
度

教育予算その他議会の議決を経る
べき議案について意見を申し出る
こと

社会教育委員、公民館運営審議会
委員、学校給食センター運営委
員、学校医、学校歯科医、学校薬
剤師、文化財保護委員、文化会館
運営審議会委員、就学指導委員会
委員、公民館分館長、交流情報セ
ンター運営委員会委員及びスポー
ツ推進委員を委嘱すること

　学校給食センター運営委員１９
名、学校医１２名、学校歯科医６
名、学校薬剤師２名の委員を委嘱し
た。
　また、社会教育指導員２名、交流
情報センター運営委員会委員１０
名、公民館運営審議会委員兼社会教
育委員４名を任命した。

実
現
度
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　新たに町の文化財として「飯田山
常楽寺境内」を指定し、指定範囲内
の文化財修復事業をおこなった。

重　要　度

文化財の指定及び解除並びに修理
又は復旧の勧告及び現状変更の許
可を行うこと
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　熊本地震により、仮設団地・みな
し仮設等で本来の通学区域と異なる
児童生徒の確認・手続きを行った。

実
現
度

前各号に掲げるもののほか、特に
重要な事案に関すること

重　要　度

　令和元年度中の該当事例はなかっ
た。

実
現
度

益城町情報公開条例又は益城町個
人情報保護条例に基づく開示・不
開示等の決定に関すること

重　要　度

　令和元度中の該当事例はなかっ
た。

実
現
度

審査請求、異議申立て及び訴訟に
関すること

重　要　度

　通学区域については、益城町立学
校の通学区域に関する規則の規定の
とおり。
　令和元年度中の変更はなかった。
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実
現
度

学齢児童生徒の就学すべき学校の
区域を設定し、又はこれを変更す
ること


